
 

年間指導計画 

月 いじめ防止委員会 未然防止の取組 早期発見の取組 

４ ・学校いじめ基本方針の確認、周知 

・年間計画作成 

・中学校との情報交換 

・スマホ、ケータイ安全教室 

・人権サークル、生徒会によ

るピンクシャツ運動 

・教育相談 

・いじめ相談機関の周知 

・個人面談週間 

５ ・教育相談の情報集約 

・学校いじめ防止基本方針研修会 

・授業公開  

６   ・いじめアンケート１ 

 

７ ・いじめアンケート１の集約、分析 

・学年別情報交換会での情報共有 

・人権ＬＨＲ 

・学年別情報交換会 

・保護者会 

８ ・いじめ防止のための校内研修   

９   ・教育相談 

10 ・教育相談の情報集約 ・授業公開 ・人権研修 

11  ・人権サークル、生徒会によ

るあいさつ運動 

・インターンシップ 

・いじめアンケート２ 

12 ・いじめアンケート２の集約、分析 

・学年別情報交換会での情報共有 

・人権ＬＨＲ 

・情報モラル講話 

・学年別情報交換会 

・保護者会 

・人権講演会 

１    

２ ・いじめ防止対策取組評価 ・人権ＬＨＲ  

３ ・いじめアンケート３の集約、分析 

・学年別情報交換会での情報共有 

・学校いじめ基本方針見直し 

・学年別情報交換会 

・次年度への申し送り 

・いじめアンケート３ 
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【学校の対応】 

○被害生徒や、いじめを知らせてくれた生徒等に充分配慮し、事実確認を行う。 

○被害生徒、加害生徒の双方から丁寧に事情を聴きとるとともに、周辺生徒や関係教職員からも可能な限り 

聞き取りを行い、正確な事実確認を行う。 

○被害生徒について、過去のアンケート調査の状況を確認するとともに、必要に応じて当該学年または全学 

年のアンケート調査を実施する。 

○被害側、加害側の生徒の保護者と直ちに面談する機会を持ち、事情を説明する。 

○保護者の協力を得て、いじめの解消のみならず関係改善を行うとともに、傍観者や観衆への指導も行う。 

○犯罪等に該当すると考えられる場合には、直ちに所轄の警察に相談または通報する。 

【 構成員 】 

校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、（該当科長 

）教育相談担当者、人権教育推進委員、該当担任 

＊その他必要に応じて心理や福祉の専門家、弁護

士、医師、警察関係者などの外部専門家等を加える

ものとする。 

 

いじめが疑われる情報 

生徒指導部による聞き取り 校長・教頭 

いじめ防止委員会 

いじめの認知 

調査方針・方法の決定 

徹底した事実確認 

指導方針の決定・指導体制の確認 

いじめ解消に向けた取組 

解消 

見守り 再発防止及び

未然防止活動 

教育委員会 

職

員

会

議 

保
護
者 

関係機関 

・所轄警察署 

・児童相談所 

・市町福祉部局 

・法務局 

担任及び該当学年・（該当科長）で協議 

 


